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(57)【要約】
【課題】　サイフォン作用を利用した水槽内清掃具であ
って、きわめて簡単な操作で、水槽水内の残餌などの汚
物を汚水と共に外部に吸い上げる。
【解決手段】　吸上パイプＰの本体部分１と把持部分２
との間の屈曲接続部に設けられる吸上操作具Ａの押圧操
作により、上流側一方向弁Ｖｕと下流側一方向弁Ｖｄと
の間の水通路２４内を加圧あるいは減圧し、本体部分１
の水槽水内を吸上パイプＰ内に吸引する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水槽（Ｖ）内の水槽水を、サイフォン作用により吸い上げて水槽（Ｖ）の外へ排水する
ようにした、水槽内清掃具であって、
　直状の本体部分（１）と、この本体部分（１）に屈曲接続される把持部分（２）とより
なる吸上パイプ（Ｐ）と、
　この吸上パイプ（Ｐ）の外端に接続される可撓性の導水パイプ（１７）と、
　前記本体部分（１）内の適所に設けられて吸上パイプ（Ｐ）から導水パイプ（１７）へ
のみ水の流れを許容する上流側一方向弁（Ｖｕ）と、
　前記把持部分（２）内に設けられて吸上パイプ（Ｐ）から導水パイプ（１７）へのみ水
の流れを許容する下流側一方向弁（Ｖｄ）と、
　前記本体部分（１）と把持部分（２）との間でそれらの屈曲接続部に設けられて、上流
側一方向弁（Ｖｕ）と下流側一方向弁（Ｖｄ）との間の水通路（２４）内を加圧あるいは
減圧する吸上操作具（Ａ）とよりなることを特徴とする、水槽内清掃具。
【請求項２】
　前記吸上操作具（Ａ）は、前記水通路（２４）内に連通接続されて前記本体部分（１）
と略平行に並設される操作筒（２０）と、この操作筒（２０）にシールリング（２２）を
介して摺動自在に嵌合されてその外端が操作筒（２０）の外方に突出する押圧釦（２１）
と、操作筒（２０）内に設けられて前記押圧釦（２１）を外方に付勢する戻しばね（２３
）とより構成されていることを特徴とする、前記請求項１記載の水槽内清掃具。
【請求項３】
　水槽（Ｖ）内の水槽水を、サイフォン作用により吸い上げて水槽（Ｖ）の外へ排水する
ようにした、水槽内清掃具であって、
　直状の本体部分（１）と、この本体部分（１）に屈曲接続される把持部分（２）とより
なる吸上パイプ（Ｐ）と、
　この吸上パイプ（Ｐ）の外端に接続される可撓性の導水パイプ（１７）と、
　前記本体部分（１）内の適所に設けられて吸上パイプ（Ｐ）から導水パイプ（１７）へ
のみ水の流れを許容する上流側一方向弁（Ｖｕ）と、
　前記把持部分（２）内に設けられて吸上パイプ（Ｐ）から導水パイプ（１７）へのみ水
の流れを許容する下流側一方向弁（Ｖｄ）と、
　前記吸上パイプの上方に設けられて、上流側一方向弁（Ｖｕ）と下流側一方向弁（Ｖｄ
）との間の水通路（２４）内を加圧あるいは減圧する吸上操作具（Ａ）とよりなり、
　前記吸上操作具（Ａ）は、前記吸上パイプの上壁よりも上方に設けられて吸上パイプ（
Ｐ）内の水通路（２４）よりも上方に位置する操作室（２５）を有する操作筒（２０）と
、操作室（２５）にシールリング（２２）を介して摺動自在に嵌合されて操作筒（２０）
の外方に突出する押圧釦（２１）と、操作筒（２０）内に設けられて前記押圧釦（２１）
を外方に付勢する戻しバネ（２３）とより構成されていることを特徴とする、水槽内清掃
具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、観賞魚の飼育用水槽内の水槽水、特に水槽内の底部の汚れた水槽水を水槽外
に吸い上げて排水できるようにした、水槽内清掃具の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水槽内で金魚、熱帯魚、海水魚などの観賞魚を飼育、育成するのに、水槽にエア
ポンプあるいは水中ポンプを備えた内部式あるいは外部式の濾過装置を設け、そのポンプ
の駆動により、水槽内の水槽水を濾過装置に強制循環させて濾過するようにされているが
、このような濾過装置による濾過だけでは、観賞魚を飼育、育成するのに必要十分な水質
が得られないため、水槽内の水槽水の取り替えを定期的に行う必要があり、従来から水槽
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水を、魚糞、残餌などの汚物と共に吸い上げて、水の取り替えを行うようにした、水槽内
清掃具が知られている（たとえば、後記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２０９９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記特許文献１のものは、サイフォン作用を利用して吸上パイプにより水槽
内の水槽水を、沈殿する魚糞、残餌などの汚物と共に外部に吸い上げるようにしており、
その吸上パイプは、先端の開放された直状の本体部分と、その基端に屈曲接続される把手
部分とを有しており、その吸上パイプにはその上流側から下流側へ一方向への水の流れを
許容する２つの一方向弁が設けられている。そして、この清掃具は、水槽内の水槽水、特
にその底部に沈殿する、魚糞、残餌などの汚物を、水槽水と共に効率よく外部に吸い上げ
て排出するようにされる。
【０００５】
　ところが、この従来の清掃具では、サイフォン作用を利用して吸上パイプ内に水を吸い
上げるのに、操作者は、吸上パイプを把持して水槽の水槽水内に進入させたのち、この吸
上パイプの長手方向の上下移動を繰り返す操作が必要になり、その操作が面倒であるばか
りでなく、経験を必要とし子供ではその操作が難しいことがあるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたもので、前記操作をすることなく、子供でもき
わめて簡単、容易に吸上パイプにサイフォン作用を付与して水の吸い上げができるように
した、新規な水槽内清掃具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的達成のため、本請求項１の発明は、水槽内の水槽水を、サイフォン作用により
吸い上げて水槽の外へ排水するようにした、水槽内清掃具であって、
　直状の本体部分と、この本体部分に屈曲接続される把持部分とよりなる吸上パイプと、
この吸上パイプの外端に接続される可撓性の導水パイプと、前記本体部分内の適所に設け
られて吸上パイプから導水パイプへのみ水の流れを許容する上流側一方向弁と、前記把持
部分内に設けられて吸上パイプから導水パイプへのみ水の流れを許容する下流側一方向弁
と、前記本体部分と把持部分との間でそれらの屈曲接続部に設けられて上流側一方向弁と
下流側一方向弁との間の水通路内を加圧あるいは減圧する吸上操作具とよりなることを特
徴としている。
【０００８】
　前記目的達成のため、本請求項２の発明は、前記請求項１記載のものにおいて、前記吸
上操作具は、前記水通路内に連通接続されて前記本体部分と略平行に並設される操作筒と
、この操作筒にシールリングを介して摺動自在に嵌合されてその外端が操作筒の外方に突
出する押圧釦と、操作筒内に設けられて前記押圧釦を外方に付勢する戻しばねとより構成
されていることを特徴としている。
【０００９】
　前記目的達成のため、本請求項３の発明は、水槽内の水槽水を、サイフォン作用により
吸い上げて水槽の外へ排水するようにした、水槽内清掃具であって、
　直状の本体部分と、この本体部分に屈曲接続される把持部分とよりなる吸上パイプと、
この吸上パイプの外端に接続される可撓性の導水パイプと、
　前記本体部分内の適所に設けられて吸上パイプから導水パイプへのみ水の流れを許容す
る上流側一方向弁と、前記把持部分内に設けられて吸上パイプから導水パイプへのみ水の
流れを許容する下流側一方向弁と、前記吸上パイプの上方に設けられて、上流側一方向弁
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と下流側一方向弁との間の水通路内を加圧あるいは減圧する吸上操作具とよりなり、前記
吸上操作具は、前記吸上パイプの上壁よりも上方に設けられて吸上パイプ内の水通路より
も上方に位置する操作室を有する操作筒と、操作室にシールリングを介して摺動自在に嵌
合されて操作筒の外方に突出する押圧釦と、操作筒内に設けられて前記押圧釦を外方に付
勢する戻しバネとより構成されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項各項の発明によれば、水槽内清掃具において、本体部分を水槽内に入れた吸上パ
イプを片手で把持して吸上操作具を押圧操作するだけで、その吸上パイプにサイフォン作
用を成立させることができ、誰にでも簡単、容易に水槽水を残餌、魚糞などの汚物と共に
外部に吸い上げることができる。
【００１１】
　また、請求項２の発明によれば、前記吸上操作具は、前記水通路内に連通接続されて吸
上パイプの本体部分と略平行に並設されるので、吸上操作具の操作方向と、吸上パイプに
よる水の吸上方向が一致して、残餌、魚糞などの汚物の清掃操作を迅速に能率よく行うこ
とができる。
【００１２】
　さらに、請求項３の発明によれば、吸上操作具は、前記吸上パイプの上壁よりも上方に
設けられて、その操作室が吸上パイプ内の水通路よりも上方に位置しているので、吸上パ
イプ内を水槽水と共に吸い上げられる砂利などの細かい異物が、吸上操作具の操作室内に
侵入して、シールリングに噛み込むことがなく、吸上操作具の円滑な作動を保障すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】水槽内清掃具の縦断側面図（第１実施例）
【図２】図１の要部拡大図（第１実施例）
【図３】図２の３－３線に沿う断面図（第１実施例）
【図４】図２の４－４線に沿う断面図（第１実施例）
【図５】水槽内清掃具の使用状態を示す図（第１実施例）
【図６】水槽内清掃具の作用を示す断面図（第１実施例）
【図７】水槽内清掃具の要部縦断側面図（第２実施例）
【図８】水槽内清掃具の作用を示す断面図（第２実施例）
【図９】水槽内清掃具の要部縦断側面図（第２実施例の変型例）
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面に示した本発明の実施例に基づいて説明する。
【００１５】
　まず、図１～６を参照して本発明の第１実施例について説明する。
【００１６】
　図１～５において、水槽内清掃具の主体部をなす吸上パイプＰは、透明な硬質の合成樹
脂材により構成されており、水槽Ｖの外からその水槽Ｖの底まで届く長さに形成されると
共に先端の開口された真っ直ぐな円筒状の本体部分１と、その基端すなわち下流端に屈曲
して連通接続される把持部分２とより側面視ヘ字状に形成されている。そして、把持部分
２はエルボパイプ２Ａと直状パイプ２Ｂとを抜差自在に水密に接続して構成されている。
本体部分１の中心線Ｌ１と、把持部分２の中心線２Ｌとのなす挟角は、鈍角すなわち約１
０５°であり、これにより、この水槽内清掃具を使用するときに、その把持部分２が水槽
Ｖの縁にあたり難くなり、その操作性が向上する。
【００１７】
　吸上パイプＰの本体部分１と把持部分２との接続部の内部には、多数のスリット３を穿
設した截頭円錐形状のストレーナＳが設けられ、このストレーナＳは、残餌や魚糞などの
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細かい汚物の混入した汚水の自由な通過を許容するが、枯葉、石などの粗い汚物の通過を
阻止する。前記ストレーナＳの後端、すなわち出口４には、上流側一方向弁Ｖｕが設けら
れる。この上流側一方向弁Ｖｕは、ストレーナＳの出口４に連通する弁口５と、この弁口
５の一側にヒンジ連結７されて、その弁口５を開閉する弁体６とより構成されており、吸
上パイプＰ内を吸い上げられてストレーナＳを通過した水の流れを許容するが、その逆流
を阻止するように作用する。
【００１８】
　また、前記上流側一方向弁Ｖｕよりの下流側の吸上パイプＰの下流側部分、すなわち把
持部分２の中間部内には、下流側一方向弁Ｖｄが設けられる。この下流側一方向弁Ｖｄは
、把持部分２内に固定されていて、弁口１０を開口した弁座体９と、この弁座体９にヒン
ジ連結１２されてその弁口１０を開閉する弁体１１とより構成されている。弁口１０は、
円筒体を斜めにカットして楕円形状に形成されており、この弁口１０に開閉する弁体１１
も楕円形状に形成されて弁座体９の上部側（清掃具の使用時）にヒンジ連結１２されてお
り、吸上パイプＰ内を流れる水の水圧により下流側一方向弁Ｖｄの開閉が円滑に行われる
ようにされる。
【００１９】
　前記把持部分２の下流端内には、接続パイプ１５が一体に接続され、この接続パイプ１
５に導水パイプ１７の上流端が接続されている。導水パイプ１７は塩化ビニールパイプな
どよりなる可撓性の透明パイプにより構成されている。
【００２０】
　図５に示すように、導水パイプ１７は、前記吸上パイプＰの先端を、水槽Ｖ内の底部に
臨ませたとき、その導水パイプ１７の下流端が水槽Ｖの水面よりも下方に達する長さ、す
なわち後述する清掃具のサイフォン作用が得られるような長さに形成される。
【００２１】
　図２に示すように、吸上パイプＰの本体部分１と把持部分２間において、それらの屈曲
接続部には、その吸上パイプＰ内に水を吸い上げるための吸上操作具Ａが設けられる。こ
の吸上操作具Ａは、本体部分１と把持部分２の屈曲接続部に一体に設けられて、本体部分
１と平行に並設されて、内部に操作室２５を形成した円筒状の操作筒２０と、この操作筒
２０の開口外端より、その操作室２５の内部にシールリング２２を介して摺動自在に嵌合
される押圧釦２１と、操作筒２０内において、押圧釦２１の内端と操作筒２０の基端との
間に縮設されて押圧釦２１を外方に突出するように付勢するコイルバネよりなる戻しばね
２３より構成されており、押圧釦２１の内端に固定される案内棒２１ａは、操作筒２０の
内端壁２０ａに摺動自在に貫通されている。前記操作筒２０の操作室２５内は、吸上パイ
プＰ内の上流側および下流側一方向弁Ｖｕ，Ｖｄ間の水通路２４内に連通され、また前記
押圧釦２１の外端に押圧面２１ｐが形成されている。押圧釦２１を図２矢印ａに示す方向
に押圧すれば、この押圧釦２１は戻しばね２３を圧縮して操作室２５内を内方に移動して
前記水通路２４を加圧し、上流側一方向Ｖｕを閉じると共に下流側一方向弁Ｖｄを開く。
また押圧釦２１の押圧力を解除すれば、戻しばね２３の弾発力で押圧釦２１は外方に移動
して元に位置（図２の位置）に戻され、水通路２４が減圧され、これにより上流側一方向
弁Ｖｕは開くと同時に下流側一方向弁Ｖｄは閉じる。
【００２２】
　つぎに、図５，６を参照して、第１実施例の作用について説明する。
【００２３】
　(1) まず、図５に示すように、導水パイプ１７の開口自由端をバケツなどの回収槽２６
内に進入させてから、把持部分２を握って、吸上パイプＰの本体部分１を水槽Ｖの水槽水
内に縦方向に浸漬する。このとき、吸上パイプＰ内には、その途中（水面）まで水槽Ｖ内
の水が進入することにより、上流側および下流側一方向弁Ｖｕ，Ｖｄはいずれも開弁され
て、吸上パイプＰ内のエアの一部が導水パイプ１７へと排出され、そのエアは外気に放出
される。
【００２４】
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　(2) つぎに、図６（Ａ）に示すように、把持部分２を握ったまま、指先にて吸上操作具
Ａの押圧釦２１の押圧面２１ｐを、矢印ａに示すように、押圧（押圧釦２１を手前に引く
）すると、その押圧釦２１は内方に移動する。これにより操作室２５内の容積が減じて、
水通路２４内が加圧され上流側一方向弁Ｖｕを閉じると共に下流側一方向弁Ｖｄを開く。
【００２５】
　(3) ついで、図６（Ｂ）に示すように、押圧釦２１の押圧を解除すれば、その押圧釦２
１は、矢印ｂに示すように、外方に移動して操作室２５内の容積が増し、水通路２４内が
減圧され、上流側一方向弁Ｖｕを開くと共に下流側一方向弁Ｖｄを閉じる。
【００２６】
　(4) 図６（Ｃ）に示すように、再度、矢印ａに示すように、押圧釦２１を押圧すると、
水通路２４内がふたたび加圧されて上流側一方向弁Ｖｕを閉じると共に下流側一方向弁Ｖ
ｄを開く。
【００２７】
　(5) 以上、(2) ～(4) の操作を数回繰り返すことにより、操作室２５内に発生するポン
プ作用により水槽Ｖ内の水槽水は、吸上パイプＰ内に強制的に吸い上げられ、以後サイフ
ォン作用により、前記操作を行わずに、吸上パイプＰ内を流れる水は連続流となって水槽
Ｖ内の水を外部に排出される。
【００２８】
　そして、前述のサイフォン作用による水の排出作用の成立後は、図５に示すように、吸
上パイプＰの上流端、すなわち開放自由端を、水槽Ｖ底部の砂利内に進入させると、残餌
、魚糞などの細かい汚物を含む汚水を吸上パイプＰおよび導水パイプ１７を通して水槽Ｖ
外に吸上排出することができる。そして、その際に、汚水中に含まれる枯葉などの粗い汚
物はストレーナＳにより分離される。ストレーナＳにより枯葉などの粗い汚物を分離除去
された汚水は、上流側および下流側一方向Ｖｕ、Ｖｄを汚物により詰まらせることがなく
、連続した水の吸上排水を円滑に行うことができる。
【００２９】
　なお、吸上パイプＰ内に発生する吸上力が大きいときは、吸上パイプＰ内に、水槽水と
共に砂利などの細かい細粒物が吸上げられるが、このとき、可撓性の導水パイプ１７の途
中を指先などで狭搾すれば、前記吸上力が減じて吸上パイプＰ内に吸上げられた前記細粒
物は、水槽Ｖ内に戻される。
【００３０】
　以上の汚水の吸上排出作用において、操作筒２０は、吸上パイプＰの本体部分１に略平
行に並設されているので、吸上操作具Ａの操作方向と水の吸上方向とが一致して水槽Ｖ底
部の汚物を捕らえ易く、これを汚水と共に迅速に能率よく吸い上げて排出することができ
る。
【００３１】
　つぎに、図７，８を参照して、本発明の第２実施例について説明する。
【００３２】
　この第２実施例は、吸上操作具Ａの吸上パイプＰへの取付位置が前記第１実施例のもの
と相違しており、図７に示すように、吸上パイプＰの上部、すなわちその把持部分２の上
壁に吸上操作具Ａが設けられる。この吸上操作具Ａは、前記第１実施例のものと同じ構造
を備えており、把持部分２の上面には、操作筒２０が一体に形成され、この操作筒２０は
、本体部分１と略平行に上方に延長されており、その操作筒２内の操作室２５は、吸上パ
イプＰ内の水通路２４よりも外れた上方位置にあって、その水通路２４に連通されている
。操作筒２内には、その開口上端より押圧釦２１がシールリング２２を介して摺動自在に
嵌合され、押圧釦２１の上面に押圧面２１ｐが形成されている。
【００３３】
　操作筒２０の、本体部分１側の基部と、把持部分２の上面との跨がって指掛け片３０が
一体に形成されており、この指掛け部３０の縁部には、操作者が指を掛ける円弧状の指掛
け凹部３１が形成されている。また、指掛け片３０には吊下げ孔３２が開口されている。
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清掃具の不使用時には、これを、この吊下げ孔３２を利用して適宜のハンガーに吊り下げ
ておくことができる。
【００３４】
　図８（Ａ）に示すように、操作者が把持部２を握り、指掛け凹部３１に指を掛け、他の
指にて押圧釦２１の押圧面２１ｐを矢印ａに示すよに、下方に押圧すれば、前記第１実施
例と同じく、操作室２５内の容積が減じて、水通路２４内が加圧され上流側一方向弁Ｖｕ
を閉じると共に下流側一方向弁Ｖｄを開く。
【００３５】
　ついで、図８（Ｂ）に示すように、押圧釦２１の押圧を解除すれば、その押圧釦２１は
矢印ｂに示すように、外方に移動して操作室２５内の容積が増し、水通路２４内が減圧さ
れ、上流側一方向弁Ｖｕを開くと共に下流側一方向弁Ｖｄを閉じる。
【００３６】
　ついで、図８（Ｃ）に示すように、再度、押圧釦２１を押圧すると、水通路２４内がふ
たたび加圧されて上流側一方向弁Ｖｕを閉じると共に下流側一方向弁Ｖｄを開く。
【００３７】
　以上の操作を数回繰り返すことにより、操作室２５内に発生するポンプ作用により水槽
Ｖ内の水槽水は、吸上パイプＰ内に強制的に吸い上げられ、以後サイフォン作用により、
前記操作を行わずに、吸上パイプＰ内を流れる水は連続流となって水槽Ｖ内の水が外部に
排出される。
【００３８】
　ところで、この第２実施例によれば、吸上操作具Ａは吸上パイプＰの上方位置で、操作
室２５は吸上パイプＰの水通路２４から外れた位置にあるので、吸上パイプＰ内を汚水と
共に細かい異物が、吸上パイプＰ内に吸上げられたとしても、その異物が操作室２５内に
入り、シールリング２２と操作筒２０間に噛み込む虞れがなく、吸上操作具Ａの円滑、的
確な作動を保障することができる。
【００３９】
　　つぎに、図９を参照して、第２実施例の変型例について説明する。
【００４０】
　この変型例は、前記第２実施例と同じ構造の吸上操作具Ａを、吸上パイプＰの直状の本
体部分１の上端に設けた場合であって、操作室２５は、吸上パイプＰの水通路２４から外
れた上方位置にあり、前記第２実施例のものと同じ作用、効果を奏することができる。
【００４１】
　以上、本発明の実施例について説明したが、本発明はその実施例に限定されることなく
、本発明の範囲内で種々の実施例が可能である。
【符号の説明】
【００４２】
　１・・・・・・・・・・・本体部分
　２・・・・・・・・・・・把持部分
　１７・・・・・・・・・・導水パイプ
２０・・・・・・・・・・・操作筒
２１・・・・・・・・・・・押圧釦
２２・・・・・・・・・・・シールリング
２３・・・・・・・・・・・戻しばね
２４・・・・・・・・・・・水通路
２５・・・・・・・・・・・操作室
　Ａ・・・・・・・・・・・吸上操作具
　Ｐ・・・・・・・・・・・吸上パイプ
　Ｖ・・・・・・・・・・・水槽
　Ｖｕ・・・・・・・・・・上流側一方向弁
　Ｖｄ・・・・・・・・・・下流側一方向弁
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